
【相談・お問合せ】 

 

                  

 
 
 
  

 

 
助成を受けて整備した

緑の維持管理費用の 

一部助成をしています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

本パンフレットの緑化整備費助成又は、平成 

26 年度以降に「横浜市民間保育所・学校等緑

化助成事業要綱」に基づく助成を受けて整備

したみどりの維持管理費のみが対象です。 

 

 

 

 

 

 
※申請時には、 見積書の提出が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/ 
machizukuri-kankyo/midori-koen/midori_up/ 
3ryokuka/kodomonory 
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(3月中旬まで)  
(3月中旬まで) 


